
様式 １ 公表されるべき事項

独立行政法人国立高等専門学校機構（法人番号8010105000820）の役職員の報酬・給与等について（令和６年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  当法人は、国立の高等教育機関であり、役員報酬水準を検討するにあたって、同じく国立の高等教
育機関である国立大学法人等の役員報酬水準及び国家公務員の給与水準を参考とした（以下参
照）。

(1) 国立大学法人等の常勤役員の報酬
公表資料によれば、令和５年度の国立大学法人等の長の年間報酬額は18,398千円であり、理事に

ついては、14,769千円、監事については1,910千円である。公表対象年度についても、大幅な給与改
定がなければ、同等の給与水準であることが推定される。

(2) 国家公務員の給与水準
公表資料によれば、事務次官年間報酬額は23,235千円である。

  当機構役員給与規則で前年度の機構の業績評価を参考に、その者の勤務実績に応じて賞与（期
末特別手当）を100分の10の範囲内で増減できることとしている。令和６年度においては、令和５年度
の業績評価を参考にした結果、賞与の増減は行わないこととした。

法人の長（理事長）の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構
成されている。月額については、当機構役員給与規則に則り、本給（979
千円）（令和６年度における額）に、当機構教職員給与規則に準じて支給
される地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、及び寒冷地
手当を加算して算出している。期末特別手当についても、当機構役員給
与規則に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋広域異動手当
＋（本給＋地域手当＋広域異動手当）×100分の20＋本給×100分の25）
に、100分の172.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるそ
の者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額（文部科学大臣における前
年度の機構の業績評価を参考に、その者の勤務実績に応じ、その得られ
た額の100分の10の範囲内で増減できる。）としている。

なお、令和６年度においては以下の改定を行った。
令和６年人事院勧告に基づく給与法の改定に準拠した改定内容
  ・本給を1.1％程度引き上げた。
  ・期末特別手当の支給月数を年間0.05月引き上げた。

  ② 令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方
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理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）
監事（非常勤）の報酬支給基準は、当機構役員給与規則に則り、月額

120千円と定めている。令和６年度における改定はない。

理事の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。
月額については、当機構役員給与規則に則り、本給（772千円）（令和６年
度における額）（職務の困難度、実績等を勘案して必要と認める場合は、
829千円）に、当機構教職員給与規則に準じて支給される地域手当、広域
異動手当、通勤手当、単身赴任手当、兼任手当（校長を兼任する理事に
限る。）及び寒冷地手当を加算して算出している。期末特別手当について
も、当機構役員給与規則に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手当
＋広域異動手当＋（本給＋地域手当＋広域異動手当）×100分の20＋本
給×100分の25）に、100分の172.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内
の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額（文部科
学大臣における前年度の機構の業績評価を参考に、その者の勤務実績
に応じ、その得られた額の100分の10の範囲内で増減できる。）としてい
る。

なお、令和６年度においては以下の改定を行った。
令和６年人事院勧告に基づく給与法の改定に準拠した改定内容
  ・本給を1.1％程度引き上げた。
  ・期末特別手当の支給月数を年間0.05月引き上げた。

理事（非常勤）の報酬支給基準は、当機構役員給与規則に則り、月額
120千円と定めている。令和６年度における改定はない。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,779 11,748 5,445 1,586 （地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

5,569 2,611 2,314
530
115

（地域手当）
（通勤手当）

7月10日 ◇

千円 千円 千円 千円

10,581 6,679 2,283
1336
283

（地域手当）
（通勤手当）

7月11日 ◇

千円 千円 千円 千円

13,327 9,264 2,812 1,251 （地域手当） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

15,732 9,264 4,118

46
85

695
540
912
73

（地域手当）
（通勤手当）

（広域異動手当）
（兼任手当）

（単身赴任手当）
（寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

13,728 9,264 3,878
46

540
（地域手当）
（兼任手当）

4月1日

千円 千円 千円 千円

15,246 9,264 4,118

602
21

139
540
552
10

（地域手当）
（通勤手当）

（広域異動手当）
（兼任手当）

（単身赴任手当）
（管理職特別勤務手当）

4月1日

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440
（ ）

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440
（ ）

※

千円 千円 千円 千円

600 600
（ ）

8月31日

千円 千円 千円 千円

840 840
（ ）

9月1日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：「兼任手当」は校長を兼任する理事に支給するもの。
注４：総額、各内訳については端数処理のため、合計額は必ずしも一致しない。

A理事
（前任）

F理事
（非常勤）

D理事

E理事

C理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

法人の長

B監事
（非常勤）
（前任）

B監事
（非常勤）
（後任）

A監事
（非常勤）

A理事
(後任)

B理事
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

当法人は、全国55カ所に国立高等専門学校（以下「高専」という。）を設
置（現在は51校）すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知
識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教
育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的として、平成16年4月に
設立された。

従前、単独で学校運営を行ってきた全国の高専は、法人化に伴って、各
学校の特色を生かしつつ、法人としての統一的あるいは効率的な運営が
求められることとなった。

その組織の中で、理事長は、就任前の学校経営者等の経験を活かし
て、高専における教育・研究環境をソフト・ハード両面において充実させ、
また、全国の高専が１つの法人にまとめられたスケールメリットを活かして、
戦略的かつ計画的な資源配分を行うなど、管理運営部門の合理化や教
育の質の向上に向けた取組みを実施するリーダーシップや高いマネジメ
ント能力が求められる。

理事長の年間報酬額は、18,779千円であり、人数規模が同規模である
民間企業の役員報酬59,202千円と比較した場合、それ以下であり、また、
事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

また、同じく国立の高等教育機関である国立大学法人の長の報酬水準
（令和5年度）は18,398千円であり、理事長の年間報酬額と同水準となって
いる。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。

当法人は、全国55カ所に国立高等専門学校（以下「高専」という。）を設
置（現在は51校）すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知
識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教
育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的として、平成16年4月に
設立された。

従前、単独で学校運営を行ってきた全国の高専は、法人化に伴って、各
学校の特色を生かしつつ、法人としての統一的あるいは効率的な運営が
求められることとなった。

その組織の中で、理事は、就任前の研究者、管理職等の経験、専門的
知識を活かして、それぞれの担当分野を総括し、理事長を補佐するリー
ダーシップや高いマネジメント能力が求められる。

理事の年間報酬額は、14,837千円（5名の理事の平均）であり、人数規
模が同規模である民間企業の役員報酬59,202千円と比較した場合、それ
以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下
となっている。

また、同じく国立の高等教育機関である国立大学法人の理事の報酬水
準（令和5年度）は14,769千円であり、理事の年間報酬額と同水準となって
いる。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。
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理事（非常勤）

監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

職務内容の特性や参考となる他法人との比較を考慮すると法人の報酬
水準は妥当であると考える。

当法人は、全国55カ所に国立高等専門学校（以下「高専」という。）を設
置（現在は51校）すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知
識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教
育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的として、平成16年4月に
設立された。

従前、単独で学校運営を行ってきた全国の高専は、法人化に伴って、各
学校の特色を生かしつつ、法人としての統一的あるいは効率的な運営が
求められることとなった。

その組織の中で、監事（非常勤）は、就任前の学校管理職、公認会計士
等の経験、専門的知識を活かして、機構の業務が適正かつ効率的に行わ
れるよう当法人を監査する職であり、リーダーシップや高い専門性が求め
られる。

人数規模が同規模である民間企業の役員報酬は59,202千円であり、ま
た、同じく国立の高等教育機関である国立大学法人の監事の報酬水準
（令和5年度）は12,386千円である。

監事（非常勤）の報酬は、常勤の監事の報酬を基礎として、年間業務量
を勘案して決定しており、同様の方法を用いれば、人数規模が同規模で
ある民間企業の役員報酬は9,127千円、国立大学監事の報酬水準は
1,910千円であり、監事（非常勤）の年間報酬額1,440千円を超えている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。

当法人は、全国55カ所に国立高等専門学校（以下「高専」という。）を設
置（現在は51校）すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知
識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教
育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的として、平成16年4月に
設立された。

従前、単独で学校運営を行ってきた全国の高専は、法人化に伴って、各
学校の特色を生かしつつ、法人としての統一的あるいは効率的な運営が
求められることとなった。

その組織の中で、理事（非常勤）は、就任前の研究者、管理職等の経
験、専門的知識を活かして、担当分野を総括し、理事長を補佐するリー
ダーシップや高いマネジメント能力が求められる。

人数規模が同規模である民間企業の役員報酬は59,202千円であり、ま
た、同じく国立の高等教育機関である国立大学法人の理事の報酬水準
（令和5年度）は14,769千円である。

理事（非常勤）の報酬は、常勤の理事の報酬を基礎として、年間業務量
を勘案して決定しており、同様の方法を用いれば、人数規模が同規模で
ある民間企業の役員報酬は8,634千円、国立大学法人の理事の報酬水準
は2,154千円であり、理事（非常勤）の年間報酬額1,440千円を超えてい
る。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

4,598 4 0 令和6年3月31日 1.2 ※

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

注２：理事Bの支給額については、既に仮の業績勘案率（1.0）により算出した支給額（3,832千円、令和5年度支給）を
含む支給された退職手当の総額である。

５ 退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

当機構役員給与規則で前年度の機構の業績評価を参考に、その者の勤務実績に応じて
賞与（期末特別手当）を100分の10の範囲内で増減できることとしており、今後もその仕組み
を継続する。

当該理事が在職した期間に係る機構の業務実績に対する評価に基づき、当該理事の業績勘案率について
は、文部科学大臣によって1.2と決定された。

理事
（非常勤）

法人の長

監事
（非常勤）

理事B

理事B

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

理事
（非常勤）

法人での在職期間

監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし法人の長
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和６年度における主な改定内容

当法人は、国立の高等教育機関であり、事務・技術職員の給与水準を検討する
にあたって、同じく国立の高等教育機関である国立大学法人等の職員及び国家
公務員の給与水準のほか、民間職員の給与水準として令和６年職種別民間給与
実態調査によるデータのうち、企業規模別（当法人約6,000人）・職種別平均給与
額を参考とした（以下参照）。
(1) 国立大学法人等の職員の給与

公表資料によれば、令和５年度の国立大学法人等の職員の平均年間給与額は
5,952千円である。
(2) 国家公務員の給与水準

公表資料によれば、令和６年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）
の平均給与月額は405千円となっており、全職員の平均給与月額は415千円と
なっている。
(3) 民間職員の給与水準

職種別民間給与実態調査において、当法人と同等の規模の企業の職員（大学
卒・事務係員）令和６年４月の平均支給額は、393千円である。

当法人においては、法人が発足した平成16年度から、勤務成績を考慮し、昇
給、昇格及び勤勉手当の成績率を決定している。

賞与のうち査定支給分（勤勉手当）について、平成16年度は賞与のうち32.1%で
あったが、国家公務員の給与改定の動向も踏まえつつ査定支給分の拡大を行
い、令和６年度は46.0%まで拡大した。

当機構教職員給与規則及び当機構海外に在勤する教職員の処遇等に関する
特例規則に則り、本給及び諸手当（管理職手当、扶養手当、地域手当、広域異
動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、専攻科長等手当、衛生管理者手
当、教員特殊業務手当、在宅勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、
管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、極地観測手当及び
在勤手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（本給＋扶養手当＋地域手当＋広域異
動手当）に100分の125を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給＋地域手当＋広域異動手当）に
理事長が定める割合（勤務成績が標準の者で100分の101）を乗じ、さらに基準日
以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額と
している。

令和６年度においては以下の改定を行った。
令和６年人事院勧告に基づく給与法の改定に準拠して、４月１日から改定した内
容
  ・本給を平均3.0％引き上げた。
  ・期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給月数を年間0.05月引き上げた。

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）
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２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

4766 46.9 7,425 5,295 93 2,130
人 歳 千円 千円 千円 千円

1802 42.7 5,995 4,338 100 1,657
人 歳 千円 千円 千円 千円

2878 49.4 8,347 5,912 87 2,435
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 46.1 7,468 5,364 181 2,104
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 43.0 6,019 4,410 205 1,609
人 歳 千円 千円 千円 千円

45 50.3 5,910 4,264 100 1,646
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 66.5 14,547 10,515 188 4,032

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 56.7 19,277 16,394 0 2,883

人 歳 千円 千円 千円 千円

21 39.9 4,825 3,542 91 1,283
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 41.5 4,320 3,167 85 1,153
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 37.4 5,646 4,152 102 1,494

人 歳 千円 千円 千円 千円

18 63.8 4,466 3,587 62 879
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.3 3,447 2,856 84 591
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 64.4 4,904 3,944 45 960
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.5 4,220 3,256 97 964

人 歳 千円 千円 千円 千円

30 50.7 5,817 4,257 103 1,560
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 52 4,475 3,296 101 1,179
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 49.5 7,160 5,220 106 1,940
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を除く。
注２：海事職種（一）とは、船舶に乗り込む船長、航海士、機関長及び機関士を示す。

注３：海事職種（二）とは、船舶に乗り込む職員（海事職種（一）を除く。）を示す。

注４：指定職員とは、校長（教育職種（高等専門学校教員）を除く。）を示す。

注５：以下区分中の職種については、該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が

特定される恐れのあることから、区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

 ・非常勤職員（医療職種（看護師））

注６：以下区分中の職種については、該当者がいないため省略した。

 ・常勤職員  （技能・労務職種、研究職種、医療職種（栄養士、病院医師、病院看護師））

 ・任期付職員（技能・労務職種、研究職種、医療職種（栄養士、病院医師、病院看護師）、海事職種）

 ・再任用職員（技能・労務職種、研究職種、医療職種（栄養士、病院医師、病院看護師）、海事職種）

 ・非常勤職員（技能・労務職種、研究職種、医療職種（栄養士、病院医師、病院看護師）、海事職種）

注７：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算

うち所定内

事務・技術

非常勤職員

教育職種
（高等専門学校教員）

事務・技術

教育職種
（高等専門学校教員）

医療職種
（看護師）

再雇用職員

医療職種
（看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

教育職種
（高等専門学校教員）

事務・技術

在外職員

任期付職員

事務・技術

区分

指定職員

海事職種(二)

常勤職員

うち賞与平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額

海事職種(一)

人員

医療職種
（看護師）
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注2：教育職員（高等専門学校教員）の20～23歳の該当者はいないため、年間給与については表示していない。

注3：教育職員（高等専門学校教員）の24～27歳の該当人員が4人以下のため平均給与額のみ表示している。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（高等専門学校教員））
〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

本部事務局部長 1 - - -

本部課長 8 51.5 9,385 10,301 ～ 8,702

本部課長補佐 7 47.6 7,405 8,052 ～ 6,691

本部係長 20 42.9 6,443 7,867 ～ 5,683

本部主任 14 38.3 5,720 6,742 ～ 5,095

本部係員 29 28.7 4,635 5,381 ～ 3,885

地方部長 32 58.2 9,566 10,991 ～ 8,449

地方課長 79 53.1 8,374 10,094 ～ 5,948

地方課長補佐 264 53.2 6,914 9,531 ～ 5,676

地方係長 731 45.1 6,022 8,104 ～ 4,455

地方主任 266 39.5 5,276 6,764 ～ 4,149

地方係員 364 30.1 4,390 5,792 ～ 3,121

年間給与の平均額については記載していない。

（教育職員（高等専門学校教員））

平均
人 歳 千円

校長 33 63.7 12,312 13,999 ～ 9,208

教授 1,333 55.4 9,262 13,017 ～ 7,348

准教授 1,150 46.0 7,699 10,159 ～ 5,186

講師 182 38.5 6,466 8,214 ～ 4,943

助教 188 35.2 5,509 6,897 ～ 4,852

④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

54.3 53.9 54.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.7 46.1 45.9

％ ％ ％

         最高～最低 56.2～42.0 55.5～42.3 55.9～42.1

％ ％ ％

53.8 54.0 53.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.2 46.0 46.1

％ ％ ％

         最高～最低 59.3～36.4 57.5～34.5 55.2～39.3

（教育職員（高等専門学校教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

51.0 51.0 51.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.0 49.0 49.0

％ ％ ％

         最高～最低 59.1～42.4 56.4～42.6 56.8～42.5

％ ％ ％

53.9 54.1 54.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.1 45.9 46.0

％ ％ ％

         最高～最低 60.2～33.0 59.9～31.1 60.0～38.0

千円

一律支給分（期末相当）

注１：本部事務局部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（高等専門学校教員））

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（高等専門学校教員））

区分

管理
職員

分布状況を示すグループ

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

（法人の検証結果）

○参考指標
教育職員（高等専門学校教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 96.7

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（四）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和６年度の
教育職員（高等専門学校教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

４ モデル給与

（扶養親族がいない場合）
○22歳（大卒初任給）

月額249,700円 年間給与4,112,559円
○35歳（本部係長）

月額330,399円 年間給与5,515,505円
○50歳（本部課長補佐）

月額428,122円 年間給与7,242,539円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給
与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比
べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たす
べきこととされている。（独立行政法人改革等に関する 基本的な方針（平成25年12
月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与、国立大学法人等の給与及び民間企業の従業
員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人にお
ける給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き
続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

（主務大臣の検証結果）

適用される本給表は国の同種の俸給表と同水準のものとなっているが、高専は地
域手当の支給割合の低い勤務地に所在する学校が多いことや、学校が小規模な組
織で給与の高い管理職ポストが少ないことから、国家公務員に比べ低い水準となっ
ている。

当法人においては、法人が発足した平成16年度から、勤務成績を考慮し、昇給、昇格及び勤勉手当
の成績率を決定しており、今後もその仕組みを継続する。

・年齢・地域・学歴勘案    92.2

・年齢勘案       84.2

・年齢・地域勘案 92.4

項目

対国家公務員
指数の状況

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水
準は適正であると考える。国に比べて給与水準が

高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案 84.0

内容

給与水準の妥当性の
検証

  今後も引き続き適正な給与水準の維持に努める。
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Ⅲ 総人件費について

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

年度 定年年齢

令和6年度まで 61歳

令和8年度まで 62歳

令和10年度まで 63歳

令和12年度まで 64歳

令和13年度 65歳

Ⅴ その他

5,094,905

3,494,491

7,340,826 7,301,451 7,410,057 7,422,536 7,520,273 7,565,713

②「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、平成30年2
月1日から以下の措置を講ずることとした。

役職員の退職手当について、支給水準の引き下げを実施した。
○役員に関する講じた措置の概要

本給月額に乗じる割合を、現行の10.875/100から、10.4625/100に引き下げた。
○職員に関する講じた措置の概要

調整率を、現行の87.0/100から、83.7/100に引き下げた。
なお、措置の時期は、国家公務員の退職手当の見直しの動向を踏まえ、可能な限り速やかに法人の退
職手当支給基準の見直し及び就業規則改正の手続きを進めた結果、国家公務員に係る措置時期（平
成30年1月1日）と異なる取扱いとした。

①給与、報酬等総支給額及び最広義人件費における主な増減要因

給与、報酬等支給総額については対前年度比1.87%増となった。主な理由としては、給与規則の改正
により給与支給額の増があったことが考えられる。

退職手当支給額については前年度比23.32％増となっているが、これの主な理由は、定年年齢の引き
上げにより、昨年度、事務・技術職員の定年退職者が令和６年度にずれ込んだことが考えられる。

これらの理由により、最広義人件費が前年度比3.01増となったと考えられる。

福利厚生費

3,933,965 4,468,429 4,024,378

42,847,024 43,039,873

59,038,357 60,813,940

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
 記載する。

4,309,478

特になし

事務・技術職員の定年年齢は60歳（教育職員は63歳）であったが、令和5年4月1日に定年年齢を60歳
から65歳に段階的に引き上げる規則改正を実施した。 定年年齢の引上げに伴い、事務・技術職員に
ついては60歳（教育職員は63歳）に達した日以後の最初の4月1日までに非管理監督職に降任する制度
を設けているほか、教職員の基本給について事務・技術職員は60歳（教育職員は63歳）に達した日以後
の最初の4月1日から7割水準とすることとした。（校長は対象外）

4,280,915 4,459,470 4,812,967

3,579,889

43,843,844

区 分

給与、報酬等支給総額
43,836,316 43,186,900 43,326,082

退職手当支給額

4,111,829

最広義人件費

4,983,720
非常勤役職員等給与

59,664,038 59,106,90558,703,23158,868,860
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